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令和７年１０月審査会だより 
 

  

保険請求時のポイントをお知らせしています。返戻等があることがございます。 

 

 

１．気管支炎に超音波ネブライザの算定は認められる。 

 

２．原則として、腰痛症に対しての介達牽引は認められる。 

  

【留意事項】原則として、腰痛症に対して介達牽引は認められるが、急性期や筋膜

性腰痛症等には症状を悪化させることがあるので、事例によっては適応とならな

い場合もある。 

 

３．糖尿病性早期腎症（第１期又は第２期の記載がないもの。）に対してのアルブミ

ン定量（尿）の算定を認める。 

 

４．原則として、糖尿病若しくは糖尿病疑いの明示がなく、膵臓疾患のみの場合の

HbA1c検査は認められない。 

 

【留意事項】膵臓疾患、特に慢性膵炎では糖尿病の合併が多く見られ、血糖値の平

均を評価することには臨床的有用性がある。こうした場合は「糖尿病」または

「糖尿病疑い」等の病名を明細書に記載することとなるが、これらの病名がない

場合には、詳記等により検査をする医学的な必要性が認められる場合に限られ

る。 

 

５．原則として、糖尿病若しくは糖尿病疑いの明示がなく、肝臓疾患のみの場合の

HbA1c検査は認められない。 

 

【留意事項】肝疾患、特に肝硬変等では糖尿病の合併が多く見られ、血糖値の平均を

評価することには臨床的有用性がある。こうした場合は「糖尿病」または「糖尿病

疑い」等の病名を明細書に記載することとなるが、これらの病名がない場合には、

詳記等により検査をする医学的な必要性が認められる場合に限られる。 

 

６．原則として、糖尿病確定後の患者に対して、インスリン（IRI）は認められる。 

 

【留意事項】C－ペプチド（CPR）との併施は、インスリン異常症等の場合を除き原

則として認められない。 インスリン治療中は認められない。 
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７．原則として、糖尿病確定後の患者に対して、C－ペプチド（CPR）は認められ

る。 

 

【留意事項】インスリン（IRI）との併施は、インスリン異常症等の場合を除き原則

として認められない。 

 

８．原則として、初診月又は再診月に傷病名が「慢性肝炎」のみの場合、α-フェト

プロテインレクチン分画（AFP‐L3％）は認められない。 

 

９．人工腎臓実施時（初回）に梅毒血清反応（STS）定性の算定は認められる。 

 

【留意事項】梅毒血清反応（STS）半定量、梅毒血清反応（STS）定量の算定は認め

られない。 

 

１０．人工腎臓実施時（初回）にHBs抗原定性・半定量の算定は認められる。 

 

１１．原則として、初診時に「膠原病の疑い」の病名に対する、リウマトイド因子

（RF）定量は認められる。 

 

１２．原則として、「抗リン脂質抗体症候群」の病名がない場合であっても、「習慣流

産」に対するループスアンチコアグラント定性、ループスアンチコアグラント定

量は認められる。 

 

１３．原則として、初診時に「膠原病の疑い」の病名に対する血清補体価(CH50)は
認められる。 

 

１４．原則として、「関節リウマチ」に対する診断及び経過観察を目的として実施し

た「超音波検査（断層撮影法）（その他）」の算定は認められる。 

 

【留意事項】経過観察として認める場合の期間（算定間隔）については、個々の症例

により適正なものとすること。 

 

※社会保険診療報酬支払基金「審査情報提供事例（医科）」より一部抜粋しました。 
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